
保険医療機関の書面掲示 

 

 

医療DX推進について 

当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。 

また、電子処方箋および診療情報共有サービスの導入により、質の高い診療を実施するための十分な情報を

取得・活用して診療を行っています。 

 

 

明細書について 

当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。 

また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています。 

明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。 

 

 

一般名での処方について 

後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方（有効成分の名称で処

方すること）を行う場合があります。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様

に必要な医薬品が提供しやすくなります。 

 

 

情報通信機器を用いた診療について 

情報通信機器を用いた診療の初診の場合、向精神薬を処方しておりません。 

 

 

小児かかりつけ診療料 

当院では、当院を継続して受診され、同意された患者さんに、小児科の「かかりつけ医」として、診療を行

っております。 

 

 

長期投薬またはリフィル処方箋について 

28 日以上の長期投薬またはリフィル処方箋の交付を行うことが可能です。 
 

※ リフィル処方箋は繰り返し使用できる処方箋です。症状が安定しており、長期間同じ薬の投与の方が対

象となりますが、状態によってはできない場合がございます。 

また、処方箋を紛失された場合は自費での再発行、もしくは再受診が必要になります。投与量に限度が

定められている医薬品及び湿布薬はできません。 


